
 

 

 

 

 

 
 この間，新年を迎えたと思っていたら，もう２月も後半となりました。令和７年度も残り

１カ月です。６年生が登校する日数は，卒業証書授与式の日を含め 15 日。１～５年生も 21

日です。残りの時間を大切にして学年のまとめを行っていきます。 

 

１月23日（金）に１年生の生活科の学習として，あやとり，

こま，めんこ，おてだま，けんだまで遊ぶ「むかしあそび交流

会」を行いました。当日は，地域の方をゲストティーチャーに

迎え，保護者ボランティアの支援・指導のもと，遊び方やコツ

を教えていただきました。子供たちは，昔から伝わる遊びで楽

しく遊ぶことができました。 

ご協力くださった皆様，本当にありがとうございました。 

 

 ２月 10 日（火）に校内スポーツ大会を行いました。 

今年度はリズム跳び部門を新設し，楽しみながら縄跳びに挑戦

することができました。目標を達成してガッツポーズが出る子，う

まくいかなくて悔しがる子，友達を笑顔で応援する子，スポーツの

醍醐味を感じることのできたスポーツ大会になりました。 

ご家庭でのご協力，ありがとうございました。 

 

 ２月 12 日（木）の授業参観にお越しくださり，ありがとうございました。 

 今年度最後の参観日ということで，各学年で児童自身の成長を伝える学習をご覧いただき

ました。どの子も堂々と発表することができたのではないかと思います。 

これからも多くの保護者の皆様に授業参観にお越しいただきたいと思います。職員一同，

児童に力をつけるため頑張ってまいりますので，来年度もよろしくお願いいたします。 

 
 １月下旬に行った「令和７年度郷田小学校 学校教育活動（後期）についてのアンケート」

にご協力いただきありがとうございました。年度末に向けて今年度の教育活動について学校

自己評価を進めているところです。アンケートの結果は，後日，ＨＰでお知らせします。 

今年度の学校運営につきましては，令和８年２月 19 日（木）に開催する学校運営協議会

で報告し，ご意見をいただいた後に，学校評価について皆様にご報告させていただきます。 
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 本校では，児童にタブレットＰＣを貸与し，鉛筆やノートのような筆記用具の延長線上に

あるものとして学習に生かすよう指導しています。写真や動画を撮影し，学習したことを記

録して振り返りをしたり，インターネットを利用して調べ学習を行ったりするなど，いわゆ

るデジタルの良さを取り入れた授業づくりを進めるとともに，タブレットＰＣの適切な使用

についても指導しているところです。 

さて，児童家庭庁が実施した「令和５年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」

によると，自分専用のスマートフォンを使っている小学生の割合は 70.4％に達しているそ

うです。本校の児童の実態とは異なるかもしれませんが，かなり高い割合と言えると思いま

す。また，同調査では小学生がどのような場面でスマートフォンを利用しているかについて

複数回答で調べています。その内訳は「動画を見る（90.5％）」「ゲームをする（87.5％）「検

索する（72.8％）」が上位を占めています。児童が情報収集ツールとしてスマートフォンを

便利に利用している実態がわかると思います。 

このように，スマートフォンは便利なツールである反面，児童がインターネット上のトラ

ブルに遭遇したり，問題行動があったりした場合に保護者がそのことに気づくことが難しい

という側面があります。 

児童のスマートフォン利用に関するトラブル等の例としては， 

 

○ 書き込みやメールでの誹謗中傷やいじめ 

ＳＮＳなどで人の悪口を書き込むなど，インターネット上での人権侵害やいじめが発生

し，被害に遭った児童が不登校となるなどの事例も発生しています。 

○ ＳＮＳなどに載せた個人情報の流出 

ＳＮＳなどに安易に個人情報を記載したために，写真や名前，メールアドレスが知らな

いところで勝手に使われ，嫌がらせを受ける被害が発生しています。 

○ ＳＮＳを通じて知り合った人からの誘い出しによる性的被害 

最近は，出会い系サイトではなく，ＳＮＳやゲームサイトなどで知り合った人からの誘

い出しを受けて，児童が性的被害を受けるケースが増えています。令和５年（2023 年）に

ＳＮＳに起因する犯罪被害にあった児童の数は 1,663 人となっています（※）。 

※資料：警察庁「令和５年の犯罪情勢」 

○ 無料ゲームサイトでの意図しない有料サービスの利用 

「無料」とうたっているオンラインゲームで遊んでいる間に，アイテムが有料であるこ

とに気付かず購入してしまったため，高額の料金を請求されてしまうトラブルが，児童た

ちの間で多く発生しています。 

○ 「闇バイト」等情報によりアルバイト感覚で犯罪に加担 

「高額バイト」，「即日即金」などの文言を用い，ＳＮＳで強盗・特殊詐欺等の犯罪の実

行犯を募集する手口があり，児童が重大な犯罪に加担する危険があります。 

 

 これらのトラブルに巻き込まれることなく，児童が安全に安心してスマートフォンやイン

ターネットを利用するためには，保護者の皆様がスマートフォンやインターネットの特徴や

リスクについて理解しながら児童を見守り，指導していくことが重要です。そのために知っ

ておきたいことやできることを紹介します。 



① ペアレンタルコントロールを活用する 

ペアレンタルコントロールとは，児童のスマートフォン等の使用状況を保護者が把握し

たり，安全管理を行ったりする仕組みで，ＯＳ事業者，アプリ開発事業者からサービスが

提供されています。 

例えば，児童がスマートフォン等でゲームをプレイする場合，保護者のスマートフォン

で児童の日々のプレイ状況を確認したり，プレイする時間や時間帯の調整，課金の制限等

を行ったりすることができます。 

② フィルタリングを利用する 

不適切な情報や危険な出会い等を防ぐために，フィルタリングを賢く利用しましょう。 

児童がスマートフォン等を利用する際には，不適切な情報へのアクセスを制限する「フ

ィルタリング」を活用しましょう。うっかり，あるいは故意に危険なサイトにアクセスし

ないようにコントロールしてくれる便利な機能です。それによって，出会い系サイトやア

ダルトサイト，暴力的な表現のあるサイトなどを，児童が閲覧できないようにします。 

なお，携帯電話会社では，18 歳未満の児童がスマートフォン等を利用する場合には，フ

ィルタリングサービスについての説明や設定を行っています。児童の年齢や使い方により

レベル設定ができ，利用したいサイト，ＳＮＳ等の個別設定もできますので，上手に使っ

て児童の安全を守りましょう。 

③ ルール作り 

家庭のルールを児童と一緒に作り，成長とともに少しずつ見直していきましょう 

実社会でやってはいけないことは，インターネット上でもやってはいけません。児童が

スマートフォン等で上手にインターネットを活用できるようにするために，家庭のルール

を作りましょう。ルールづくりは保護者の一方的な押し付けではなく，児童と一緒になっ

て，利用目的や利用場所・時間帯を話し合ってルールを決めることが大事です。また，そ

のルールは，成長とともに少しずつ見直していくことが必要です。 

それから，インターネットやＳＮＳなどを利用する際のルールやマナーを守る習慣を身

に付けさせましょう。 

スマートフォン等の利用状況については，児童と折に触れて話し合い，問題がないか確

認してください。万が一，トラブルが生じたときには，児童が一人で抱え込まず，すぐに

保護者に相談するよう，普段から児童と話しておきましょう。 

 

 また，ＳＮＳは，アプリ開発事業者により年齢制限や推奨年齢が設定されています。 

 年齢制限のあるＳＮＳを使う場合，保護者がアカウントを作成し，投稿も保護者が行うと

いう形で運用する以外に利用する方法はありません。基本的には，運用に関わる全ての権限

を保護者で管理するようにしてください。 

 ＳＮＳ利用については，保護者の監督・管理のもとでの使用となるため，トラブルになっ

た場合は保護者に責任が生じることが多くあります。 

スマートフォンは「児童の物ではない」という認識で，今一度，ご家庭で話をする機会を

つくっていただければ幸いです。 



 

 

【４月の主な予定】２月 20 日現在の予定です。変更の可能性があります。 

４月８日（水）始業式・入学式  1７日（金）授業参観・学級懇談・ＰTA 総会 

2４日（水）全国学力テスト（６年）  ２７日（月）～３０（木）個人懇談（希望者） 


